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どう考えるかは永遠の課題だ」と谷

脇課長は語る。報告書には両睨みで

いくことが明記された。

まず、設備競争についてだが、図3

のように、今年3月末時点でのNTT

東西の加入者回線ベースのシェアは

約94％。つまり、依然としてボトルネ

ック性があり、市場支配力濫用の可

能性が存在するわけだ。このため、

サービス競争においても引き続き、

NTT東西のボトルネック設備のオー

プン化を義務付ける接続ルールによ

って事業者間競争を促進させる。

併せて設備競争も促す。課題は、

①線路敷設基盤の開放促進、②地方

公共団体の光ファイバー網の開放促

進、③新しい無線系アクセス技術導

入の促進の3つだ。

①についてはNTTと電力事業者

に電柱添架（てんが）手続の簡素化

を求め、競争事業者（NTT以外の事

業者）には極力自前で敷設することを

促す。

②では、現在地方自治体が所有し

ている光ファイバー網のうち、民間事

業者に開放できるものは約27万芯

kmあるが、実際に使われているのは

3分の1の9万芯kmにとどまっている。

このため、総務省と地方自治体の連

携を強化し、一層の開放を図る。

③の新しい技術とは、「IEEE

802.11n」や「WiMAX」などを指す。

WiMAXは07年にも実用化が見込ま

れており、FTTHの代替が可能なブ

ロードバンドアクセス技術として期待

されている。

2.NTT東西とドコモの連携

04年11月にNTTグループの中期

経営戦略が発表されて以降、競争事

業者から「再統合に向かっているの

ではないか」という懸念の声があが

っているのは周知の通りだ。そう

したなかで、FMC（Fixed Mobile

Convergence）サービスが登場。

NTT東西とNTTドコモが連携して

提供することについての議論が避け

られなくなった。

「NTTグループがFMCを提供す

ること自体は、ユーザー利便の向上

を図る観点からも望ましい」と谷脇

課長は語る。だが、NTT東西と

NTTドコモはそれぞれ、固定と移

動体市場でのドミナント（支配的）事

業者だ。したがって両社が連携する

ためには、公正競争環境の確保が必
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総務省は7月14日、「IP化の進展に

対応した競争ルールの在り方につい

て｜新競争促進プログラム2010

｜」と題した報告書案を公表した。

同書は、2005年10月から9回にわた

って開催された「IP化の進展に対応

した競争ルールの在り方に関する懇

談会」（IP化懇談会）で議論された内

容を基にまとめたものだ。

7月19日から8月23日までパブリッ

ク・コメントを募集し、9月中旬に開催

される予定の第10回IP化懇談会を

経て報告書として取りまとめる。

総務省・総合通信基盤局電気通信

事業部料金サービス課の谷脇康彦課

長は、「“新競争促進プログラム2010”

は、いわば予告編」という。ネットワー

クが大きく変化していくなかで、行政

側がどう動くのか分からないままで

は、通信事業者はビジネスプランを立

案できない。

そこで、「総務省がIP時代に顕在

化する多様な課題にどういう考えを

持ち、それぞれに対し、いつまでに、

どのように対策を進めていくかを明

確に示すことが必要だと考えた」と狙

いを語る。

今回の報告書案には、骨格だけで

も以下の9つの論点がある。

（1）設備競争の促進、（2）指定電気

通信設備制度（ドミナント規制）の見

直し、（3）NTT東西の接続料の算定

方法の見直し、（4）移動通信市場に

おける競争促進、（5）料金政策の見

直し、（6）ユニバーサルサービス制度

の見直し、（7）ネットワークの中立性

原則の検討（利用の公平性およびコ

スト負担の公平性）、（8）紛争処理機

能の強化、（9）市場退出ルールの見

直し

論点が広範にわたったことについ

て谷脇課長は、「IP時代になって、ど

れか1つの課題についてピンポイント

で検討すれば、他の課題にも影響し

てくる。まず全体を見ながら、相互の

連関性に注意しつつ検討すべき項目

を整理するという形を採るべきだと

考えた」と説明する。

図1はIP化の進展に伴う競争環境

の変化である。従来はサービスごと

や固定系と移動系で市場がハッキリ

と分かれていたため、競争ルールも

それぞれにフォーカスするだけで良

かった。だが、市場が一体化するな

かで、競争ルールの策定も、関連す

るすべての課題に目を配る必要性が

生じてきたのだ。

図2は、今回の報告書案のポイン

トだ。2010年代の初頭をマイルスト

ーン（最終到達点）とし、それぞれの

課題についてロードマップを示して

いる。

以下で、報告書案の中からNGN

のオープン性の確保やMVNOのル

ール等、注目度が高い7項目の通信政

策を解説することにしよう。

1.設備競争とサービス競争

「通信の競争政策を考える時、設

備競争とサービス競争のバランスを
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図1 IP化の進展に伴う競争環境の変化
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